
 
 
 
 
 

＜議案＞ 
 

Ａ 予算案件（２３件） 
 

  １ 一般会計 

   平成２１年度富山市一般会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 継続費  ウ 債務負担行為  エ 地方債 

 

 

  ２ 特別会計 

   （１）平成２１年度富山市ケーブルテレビ放送事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   

 

   （２）平成２１年度富山市公債管理特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （３）平成２１年度富山市駐車場事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   

 

   （４）平成２１年度富山市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

      歳入歳出予算     

 

   （５）平成２１年度富山市老人保健医療事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   

 

   （６）平成２１年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   

 

   （７）平成２１年度富山市介護保険事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   
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   （８）平成２１年度富山市国民健康保険事業特別会計予算 

      歳入歳出予算 

 

   （９）平成２１年度富山市企業団地造成事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （10）平成２１年度富山市白樺ハイツ事業特別会計予算 

      歳入歳出予算 

 

   （11）平成２１年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計予算 

      歳入歳出予算 

 

   （12）平成２１年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （13）平成２１年度富山市競輪事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 債務負担行為  ウ 地方債 

 

   （14）平成２１年度富山市農業共済事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   

 

   （15）平成２１年度富山市農業集落排水事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （16）平成２１年度富山市中央卸売市場事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （17）平成２１年度富山市分譲住宅・分譲宅地事業特別会計予算 

      歳入歳出予算   

 

   （18）平成２１年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算 

      歳入歳出予算  

 

 

 

 



  ３ 企業会計 

   （１）平成２１年度富山市水道事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

    ウ 債務負担行為     エ 企業債 

 

   （２）平成２１年度富山市工業用水道事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

 

   （３）平成２１年度富山市公共下水道事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

ウ 継続費        エ 企業債 

 

   （４）平成２１年度富山市病院事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

    ウ 企業債 

 

 

Ｂ 条例案件（３１件） 

 

１ 富山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）条例の適用除外の規定の整備 

 

（２）施行期日   平成２１年４月１日 

 

※ 統計法の全部改正（平成１９年５月２３日公布。平成２１年４月１日 

施行）に伴うもの 

 

２ 富山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児休業法に基づき条例で定める

こととされている事項（育児短時間勤務をすることができない職員、育

児短時間勤務の形態、育児短時間勤務の承認の取消事由等）の規定の追

加 

 

（２）附則で富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する。 

・育児短時間勤務制度の導入に伴う規定の整備 

 



（３）附則で富山市職員の退職手当支給条例の一部を改正する。 

・育児短時間勤務制度の導入に伴う規定の整備 

 

（４）附則で富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部

を改正する。 

・育児短時間勤務制度の導入に伴う規定の整備 

 

（５）施行期日  平成２１年４月１日 

 

※ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正（平成１９年５月 

１６日公布。同年８月１日施行）に伴うもの 

 

３ 富山市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）職員（医療業務に従事する医師及び歯科医師を除く。）の定年の特例 

  の廃止 

     ア 用務員、調理員及び労務作業員 

       「年齢６３年」 → 「年齢６０年」 

     イ 外国語専門学校の校長、副校長、教授、准教授及び講師 

「年齢６５年」 → 「年齢６０年」 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

４ 富山市特別職の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）退職手当の額の特例 

       現下の厳しい社会経済情勢及び本市財政状況を考慮し、市長の現任

期に係る退職手当の額について、２０パーセントの減額措置を講ずる。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

５ 富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）医師の初任給調整手当（上限額）の改定 

月額２１６，０００円 → 月額３０６，０００円 

 

（２）特殊勤務手当の改正 

市税等賦課・徴収手当の支給対象となる業務に、後期高齢者医療保

険料の賦課・徴収業務を加える。 



 

（３）育児短時間勤務制度の導入等に伴う規定の整備 

 

（４）施行期日  平成２１年４月１日 

 

６ 富山市大沢野文化会館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）施設の追加 

ア 和室研修室、軽運動室、料理実習室を追加する。 

     イ 追加した施設の使用料 

使用時間区分による金額(円) 

種別 9時～ 

12時 

13時～ 

17時 

18時～ 

22時 

9時～ 

17時 

13時～

22時 

9時～ 

22時 

超 過 時 間 １

時 間 当 た り

の金額(円)

和室研修室 4,500 6,000 6,500 10,000 10,000 12,500  1,500

軽運動室、料理

実習室 
2,500 3,000 3,500  4,500  4,500  6,500  1,200

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

７ 富山市八尾美術保存展示館条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市八尾美術保存展示館を廃止する。 

 

（２）附則で富山市博物館等における共通観覧券の発行に関する条例の一部 

  を改正する。 

・博物館等の観覧料等の特例から富山市八尾美術保存展示館を削る。 

 

（３）施行期日  平成２１年４月１日 

 

８ 富山市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）運用収益の整理において計上する予算の変更 

「富山市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出予算」 

       ↓ 

「一般会計歳入歳出予算」 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

 



９ 富山市保育所条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）保育所の廃止 

富山市立山室保育所、富山市立新田保育所及び富山市立神保保育所 

      を廃止する。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

10 富山市児童館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）児童館の開館時間及び休館日の変更 

区分 開館時間 休館日 

富山市立中央児童館 (1) 月曜日から金曜日までの日  

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日   

 午前 9 時 30 分から午後 5 時まで

12 月 29 日から翌年

の 1 月 4 日までの日

富山市立五福児童館、

富山市立北部児童館、

富山市立山室児童館、

富山市立蜷川児童館及

び富山市立水橋児童館 

午前 9 時 30 分から午後 6 時まで (1) 日曜日 

(2) 休日（こどもの

 日を除く。） 

(3) 12 月 28 日から

 翌年の 1 月 3 日 

 までの日 

富山市立大沢野児童館 (1) 月曜日から金曜日までの日  

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

 （夏季休業日、冬季休業日及び 

 学年末・始休業日にあっては、 

 午前 8 時 30 分から午後 6 時まで

 ） 

(2)土曜日 午前 8 時 30 分から午 

 後 5 時まで 

(3)日曜日及び休日 午前 9 時 30 

 分から午後 5 時まで 

12 月 28 日から翌年

の 1 月 3 日までの日

富山市立大久保児童館 (1) 月曜日から金曜日までの日  

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

（夏季休業日、冬季休業日及び 

学年末・始休業日にあっては、 

午前 8 時 30 分から午後 6 時まで

） 

 (2)土曜日 午前 8 時 30 分から午

後 5 時まで 

(1) 日曜日 

(2) 休日 

(3)  8 月 14 日及び

同月 15 日 

(4) 12 月 28 日から

翌年の 1 月 3 日 

までの日 

富山市立婦中中央児童

館 

(1) 午前 9 時 30 分から午後 6 時ま

で（土曜日、夏季休業日、冬季 

休業日及び学年末・始休業日に 

あっては、午前 8 時 30 分から午

12 月 28 日から翌年

の 1 月 3 日までの日



 後 5 時まで） 

(2) 日曜日及び休日 午前 9 時 30 

分から午後 5 時まで 

 

富山市立神保児童館 (1) 月曜日から金曜日までの日  

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

 （夏季休業日、冬季休業日及び 

 学年末・始休業日にあっては、 

 午前 8 時 30 分から午後 6 時まで

 ） 

(2) 土曜日 午前 8 時 30 分から午

 後 5 時まで 

(1) 日曜日 

(2) 休日 

(3) 8 月 14 日から 

 同月 16 日までの

 日 

(4) 12 月 28 日から

 翌年の 1 月 3 日 

 までの日 

富山市立山田児童館 午後 1 時から午後 6 時まで (1) 日曜日 

(2) 休日 

(3) 8 月 14 日及び 

 同月 15 日 

(4) 12 月 28 日から

 翌年の 1 月 3 日 

 までの日 

↓ 

区分 開館時間 休館日 

富山市立中央児童館 (1) 月曜日から金曜日までの日 

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日  

 午前 9 時 30 分から午後 5 時まで

12 月 29 日から翌

年の 1 月 4 日まで

の日 

富山市立五福児童館、

富山市立北部児童館、

富山市立山室児童館、

富山市立蜷川児童館、

富山市立水橋児童館及

び富山市立山田児童館 

(1) 月曜日から金曜日までの日 

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日  

 午前 9 時 30 分から午後 5 時まで

12 月 28 日から翌

年の 1 月 3 日まで

の日 

富山市立大沢野児童館

、富山市立大久保児童

館及び富山市立神保児

童館 

(1) 月曜日から金曜日までの日 

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

 （夏季休業日、冬季休業日及び

学年末・始休業日にあっては、

午前 8 時 30 分から午後 6 時まで

） 

(2) 土曜日 午前 8 時 30 分から 

 午後 5 時まで 

(3) 日曜日及び休日 午前 9 時 30

 分から午後 5 時まで 

12 月 28 日から翌

年の 1 月 3 日まで

の日 

富山市立婦中中央児童 

館 

(1) 月曜日から金曜日までの日 

 午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

 （夏季休業日、冬季休業日及び

学年末・始休業日にあっては、

12 月 28 日から翌 

年の 1 月 3 日まで

の日 



  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで

 ） 

(2) 土曜日 午前 8 時 30 分から午

後 5 時まで 

(3) 日曜日及び休日 午前 9 時 30

 分から午後 5 時まで 

 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

11 富山市児童文化センター条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）休館日の変更 

・火曜日（７月２５日から８月３０日までの間にあっては、日曜日） 

・休日（この日が火曜日に当たるときは、その翌日）。ただし、こどもの日

 を除く。 

・１２月２８日から翌年の１月４日までの日 

          ↓ 

・１２月２８日から翌年の１月４日までの日 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

12 富山市ひとり親家庭等医療費助成条例及び富山市国民健康保険条例の一部 

を改正する条例制定の件 

（１）富山市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正 

・引用条文の改正 

 

（２）富山市国民健康保険条例の一部改正 

・被保険者から除外する者の追加 

小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童のうち、 

      扶養義務者のない者 

 

（３）施行期日  平成２１年４月１日 

 

※ 児童福祉法の一部改正（平成２０年１２月３日公布。平成２１年４月 

 １日施行）に伴うもの 

 

13 富山市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）保険料率の区分の追加 



保険料率の区分を現行の７区分に次の１区分を追加する。 

・本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額１２５万円未

満の被保険者は、６４，６００円とする。 

 

（２）本人の市民税が非課税（世帯に課税者がいる場合に限る。）で、前年

の公的年金等の収入金額と合計所得額の合計が８０万円以下の被保険者

は、特例として、４５，９００円とする。 

 

（３）施行期日  平成２１年４月１日 

 

※ 介護保険法施行令の一部改正（平成２０年１０月２４日及び平成２１

年２月４日公布。同年４月１日施行）によるもの 

   

14 富山市介護保険事業基金条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市介護保険事業基金を廃止する。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

15 富山市大沢野働く女性の家条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市大沢野働く女性の家を廃止する。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

16 富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）スポーツ施設の廃止 

名   称 位   置 

富山市勤労者体育センター 富山市呉羽町２７７１番地２ 

  

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

17 富山市大山墓地公園事業基金条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市大山墓地公園事業基金を廃止する。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

 



18 富山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例制 

定の件 

（１）一般廃棄物処理手数料の改正 

種別 単位 金額 備考 

浄化槽汚泥 1月を単位として

、市の処理施設へ

の投入量180リッ

ト ル ま でごとに

つき 

60円

 

市の最終処分場へ搬入できる物と 

して市長が指定するもの 

1回の搬入量1,00

0キログラムまで

ごとにつき 

6,300円

 

ユニット形エアコンディ 

ショナー 
3,150円

21型未満のも 

の 
1,790円テレビジ 

ョン受信 

機 
21型以上のも 

の 
2,630円

151リットル 

未満のもの 
2,420円

電気冷蔵 

庫及び電 

気冷凍庫 
151リットル 

以上のもの 
3,680円

特定家 

庭用機 

器 

 

電気洗濯機 

1台につき 

2,100円

「特定家庭用

機器」とは、

特定家庭用機

器再商品化法

（平成10年法

律第97号）第2

条 第 4 項 に 規

定する特定家

庭用機器をい

う。 

1回の排出量が30キログラムまでの場合  630円

1回の排出量が30キログラムを超え100キロ

グラムまでの場合 
2,050円

1回の排出量が100キログラムを超え500キロ

グラムまでの場合 
9,920円

その他 

の一般 

廃棄物 

1回の排出量が500キログラムを超える場合

、500キログラムまでごとにつき 
9,920円

一般廃棄物処

理計画に基づ

き定期に収集

するもの以外

に臨時に収集

するものに限

る。 

↓ 

種別 単位 金額 備考 

浄化槽汚泥 1月を単位として、市の処

理施設への投入量180リ

ットルまでごとにつき 

60円

 

市の最終処分場へ搬

入できる物として市

長が指定するもの 

1回の搬入量1,000キログ

ラムまでごとにつき 

 

9,450円

 



特定家庭用機器 1台につき 

1,500円

「特定家庭用機器」

とは、特定家庭用機

器再商品化法（平成1

0年法律第97号）第2

条第4項に規定する

特定家庭用機器をい

う。 

1回の排出量が30キログ

ラムまでの部分 
2,000円

その他の一般廃棄物 

1回の排出量が30キログ

ラムを超える部分10キロ

グラムごとにつき 

300円

一般廃棄物処理計画

に基づき定期に収集

するもの以外に臨時

に収集するものに限

る。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

19 富山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）診療科目及び病床数の変更 

病床数 
診療科目 

区分 病床 

内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器

科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、

呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、ひ尿器

科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーシ

ョン科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科 

一般病床 

精神病床 

感染症病床 

５７０床

５０床

  ６床

↓ 

病床数 
診療科目 

区分 病床 

内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循

環器内科、内分泌代謝内科、血液内科、腎
じん

臓内科、内視

鏡内科、透析内科、腫瘍
しゅよう

内科、小児科、外科、消化器外

科、乳腺
せん

外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸

器･血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線

治療科、放射線診断科、歯科口腔
くう

外科、麻酔科、ペイン

クリニック内科、緩和ケア内科、病理診断科、救急科 

一般病床 

精神病床 

感染症病床 

５３９床

５０床

  ６床

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

 

 



20 富山市自転車競走実施条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）競輪の実施事務の委託先の追加 

      「私人」を加える。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

21 富山市八尾ゆめの森ゆうゆう館基金条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市八尾ゆめの森ゆうゆう館基金を廃止する。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

22 富山市山田米乾燥調製育苗施設整備基金条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市山田米乾燥調製育苗施設整備基金を廃止する。 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

23 富山市農業集落汚水処理施設条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）農業集落汚水処理施設の追加 

名   称 位   置 

富山市熊野・月岡南部地区農業集落汚水

処理施設 

富山市森田１７２３番地 

富山市月岡中部地区農業集落浄化槽施設 富山市月岡町三丁目８３３番地 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日。富山市月岡中部地区農業集落浄化 

        槽施設に係る部分は、規則で定める日 

 

24 富山市農村環境改善センター等条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市和合地区農村多目的研修センター及び富山西部農村環境改善セ 

  ンターの使用時間及び休館日の変更 

ア 使用時間 

「午前９時から午後１０時まで」 

             ↓ 

「午前９時から午後９時（日曜日及び休日にあっては、午後５時） 

      まで」 

 

 



イ 休館日 

・月曜日及び休日 

・１２月２９日から翌年の１月３日までの日  
             ↓ 

・月曜日（この日が休日に当たるときを除く。）及び休日の翌日 

・１２月２８日から翌年の１月４日までの日  
 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

25 富山市農業委員会に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）第１選挙区の町の名称の追加 

「堀川本郷」を加える。 

 

（２）施行期日  規則で定める日 

 

26 富山市学校給食センター条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市北学校給食センターの位置の変更 

「富山市奥井町２５番４０号」 

  ↓ 

 「富山市水落６１番地１」 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

27 富山市公民館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市立堀川公民館の位置の変更 

「富山市堀川小泉町２２５番地８」 

          ↓ 

「富山市堀川小泉町一丁目１８番１３号」 

 

（２）施行期日  平成２１年６月１日 

 

28 富山市立図書館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市立図書館堀川分館の位置の変更 

「富山市堀川小泉町一丁目１６番２４号」 

       ↓ 

「富山市堀川小泉町一丁目１８番１３号」 



 

（２）施行期日  平成２１年６月１日 

 

29 富山市科学博物館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）団体料金（２０人以上）の変更 

種   別 金額（円） 

大人（高校生以上） 380 380本館 

小人（小学生及び中学生） 150 95

大人（高校生以上） 150 140天文台 

小人（小学生及び中学生） 75

→ 

45

 

（２）観覧料の加算規定の追加 

      本館のプラネタリウムを２回以上観覧する場合（年間観覧券により観 

     覧する場合を除く。）は、１回の観覧に次の表に定める額を加算する。 

金額（円） 
種別 

個人 団体（２０人以上）

大人（高校生以上） 190 140

小人（小学生及び中学生） 95 45

 

（３）施行期日  平成２１年４月１日 

 

30 富山高岡広域都市計画事業富山駅周辺地区土地区画整理事業施行に関する 

条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）事務所の所在地の変更 

「富山市新桜町７番３８号」 

     ↓ 

「富山市宝町一丁目３番１０号」 

 

（２）施行期日  平成２１年４月１日 

 

31 富山市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）借上げによる市営住宅の追加 

名称 位置 

イーストタウンコート 富山市東町一丁目４番８号 

 



（２）市営住宅の設置規定の追加 

 

（３）施行期日  規則で定める日。ただし、（２）に係る部分は、公布の 

        日 

 

 

Ｃ その他の議決案件（７件） 

 

  １ 財産の無償譲渡の件 

   （１）山室保育所を社会福祉法人萌黄福祉会へ譲渡するもの 

    ア 場 所  富山市山室５番地３ 

    イ 構 造  鉄筋コンクリート造２階建 

    ウ 床面積  ８５３．１３㎡ 

 

   （２）新田保育所を社会福祉法人わかば福祉会へ譲渡するもの 

    ア 場 所  富山市八尾町新田２３６番地２ 

    イ 構 造  鉄筋コンクリート造平屋建 

    ウ 床面積  １，２７７．８９㎡ 

 

   （３）神保保育所を社会福祉法人わかくさ福祉会へ譲渡するもの 

    ア 場 所  富山市婦中町上吉川４００番地 

    イ 構 造  木造平屋建一部鉄骨造 

    ウ 床面積  １，１５２．８０㎡ 

 

２ 富山地域衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更の件 

 

３ 平成２１年度農業共済事業賦課金の総額及び賦課単価決定の件 

 

  ４ 平成２１年度農業共済事業特別積立金の取崩しに関する件 

 

  ５ 字の区域の新設の件 

   （１）堀川本郷 

 

 
 
 



＜その他＞ 
 
Ｄ 追加提出（６件） 

 
  １ 契約案件 

    包括外部監査契約締結の件  
 

 

 ２ 人事案件 

   （１）富山市教育委員会の委員の任命に関し同意を求める件 

   （２）富山市監査委員の選任に関し同意を求める件  
   （３）富山市公平委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

   （４）富山市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

   （５）人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求める件 

 


